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「川崎市中央卸売市場北部市場における電力の費用に係る債権不存在確認、不当利得返還

等反訴請求控訴事件及び同附帯控訴事件」の第２審判決について 
 
 昨日午後、川崎市中央卸売市場北部市場における電力の費用に係る「債権不存在確認、不

当利得返還等反訴請求控訴事件」及び「債権不存在確認、不当利得返還等反訴請求附帯控訴

事件」の第２審判決が東京高等裁判所から言い渡されましたので報告いたします。 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

事件番号及び事件名 ： 令和５年（ネ）第３８８４号 債権不存在確認、不当利得返

還等反訴請求控訴事件 
令和５年（ネ）第５９９２号 債権不存在確認、不当利得返

還等反訴請求附帯控訴事件 
判 決 言 渡 し 期 日 ： 令和６年２月２１日（水）午後１時１０分 
裁 判 所 ： 東京高等裁判所 
判決の主文（抄） ： １ 本件控訴に基づき、原判決中、被控訴人の不当利得返還

反訴請求に係る部分を取り消す。 
            ２ 被控訴人の不当利得返還反訴請求を棄却する。 
            ３ 本件附帯控訴に基づき、控訴人は、被控訴人に対し、６

５８万７８６７円及びうち６５８万１０７５円に対する令

和３年１２月３１日から支払済みまで年３パーセントの割

合による金員を支払え。 
 
※ 控訴人と被控訴人の間に電気の使用及び電気料金の支払いにつき、合意（契約）が

成立していること、本件債権の消滅時効期間は改正前商法５２２条により５年となる

こと等について記載があり、本市の主張する不当利得返還請求権等（消滅時効期間１

０年）については、認められませんでした。 



 
１ 事件の概要 

本市が、原告（第２審における控訴人。以下同じ。）に対し、平成２５年５月から令和

３年３月までの間に青果棟低温卸売場において使用した電力の費用を請求していなかっ

たことが判明したため、同年１０月１８日付けで、当該費用を請求したところ、原告は、

本市に対し、改正前民法１７３条１号を適用して、消滅時効の期間は２年と主張し、令和

元年９月から令和３年３月までの間に青果棟低温卸売場において使用した電力の費用を

納付し、令和４年４月１４日、平成２５年５月から令和元年８月までの間に青果棟低温卸

売場において使用した電力の費用（以下「本件費用」という。）に係る債務は存在しない

ことの確認を求める訴えを提起した（第１審）。 
本市は、原告に対し、令和４年１１月４日、本件費用（未納額１６，２２７，１６２円）

の支払を求める反訴を提起し、第１審において、令和５年６月２７日、本市の主張が認め

られる判決が言い渡された。なお、判決要旨は、原告と被告間に電気供給契約は存在せず

法律上の原因がないこと、本件債権は不当利得返還請求権と解するべきであるから、その

消滅時効期間は１０年であると解されることについて記載があり、本市の主張が認めら

れたもの。 
原告は、第１審判決を不服として、令和５年７月７日、東京高等裁判所に控訴した。本

市は、同年１２月１９日、同裁判所に附帯控訴を提起した（第２審）。 
 

２ 当事者 
  控訴人（附帯被控訴人・第１審本訴原告・第１審反訴被告） 

東一川崎中央青果株式会社 
  被控訴人（附帯控訴人・第１審本訴被告・第１審反訴原告） 

川 崎 市 
３ 控訴の趣旨 

【控訴人の請求】 
１  原判決中控訴人敗訴部分を取り消す。 
２  控訴人が、被控訴人が開設する川崎市中央卸売市場北部市場で所有する青果棟

低温卸売場施設において平成２５年５月から令和元年８月までの間に使用した電

気の電気料金にかかる控訴人の被控訴人に対する支払債務が存在しないことを確

認する。 
３  被控訴人の請求を棄却する。 
４  訴訟費用は、第１、２審ともに被控訴人の負担とする。 

【被控訴人の答弁】 
１  本件控訴を棄却する。 
２  控訴費用は控訴人の負担とする。 

 
 



 
４ 附帯控訴の趣旨 

【附帯控訴人の請求】 
１  原判決主文第１項を取り消す。附帯被控訴人の訴えを却下する。訴訟費用は第１、

２審とも附帯被控訴人の負担とする。 
２（１）予備的主張（その２） 

附帯被控訴人は附帯控訴人に対し、金６，７８１，３１８円を、及び別表２のう

ちの平成２８年９月分から令和元年８月分までの「請求額」欄記載の各金額に対す

る「支払期限」欄記載の各日の翌日から支払済みまで年６パーセントの割合を乗じ

て計算した額を支払え。 
訴訟費用は、附帯被控訴人の負担とする。 

（２）予備的主張（その３） 
附帯被控訴人は附帯控訴人に対し、金６，７６２，８６５円を、及び別表２のう

ちの平成２８年９月分から令和元年８月分までの「請求額」欄記載の各金額に対す

る「支払期限」欄記載の各日の翌日から支払済みまで年５パーセントの割合を乗じ

て計算した金額を支払え。 
訴訟費用は、附帯被控訴人の負担とする。 

【附帯被控訴人の答弁】 
１  本件附帯控訴を棄却する。 
２  附帯控訴費用は附帯控訴人の負担とする。 

 
５ 主な争点 
  本件債権の消滅時効の期間について、原告は「電気料金債権として改正前民法１７３条

１号を適用し、消滅時効の期間は２年」（主位的な主張）又は「商行為によって生じた債

権として改正前商法５２２条を適用し、消滅時効の期間は５年」（予備的な主張）と主張

していた。 
それに対して、本市は「不当利得返還請求権として改正前民法１６７条１項を適用し、

消滅時効の期間は１０年間」を主張し（主位的請求）、仮に主位的請求が認められないと

しても、「第三者弁済に基づく費用償還請求権として改正前民法１６７条１項を適用し、

消滅時効の期間は１０年間」（予備的請求その１）、「商行為によって生じた債権とするの

であれば改正前商法５２２条を適用し、消滅時効の期間は５年」（予備的請求その２）、又

は「市場施設使用指定によって生じた債権とするのであれば地方自治法第２３６条１項

を適用し、消滅時効の期間は５年」（予備的請求その３）と主張していた。 
 
６ 事件の経過 
 【第１審】 



令和４年 ４月１４日 提訴 
   同年１１月 ４日 反訴の提起 
 （口頭弁論等７回） 
 令和５年 ６月２７日 判決【本市勝訴】 

【第２審】 
令和５年 ９月２２日 控訴状を受領 
  同年１０月１０日 応訴 

同年１２月１９日 附帯控訴の提起 
 （口頭弁論等３回） 
 令和６年２月２１日  判決 
 
７ 今後の対応方針 
  判決内容を詳細に分析し、今後の対応について検討していく。 
                    

○担当・問合せ先        
中央卸売市場北部市場管理課 山根担当 

電 話（０４４）９７５－２２１１ 


